
提

出

者

白

保

台

一

平
成
十
三
年
五
月
三
十
一
日
提
出

質

問

第

七

七

号

沖
縄
県
島
尻
郡
小
禄
村
字
大
嶺
の
土
地
（
旧
日
本
海
軍
那
覇
飛
行
場
用
地
・
現
那
覇
空
港
の
一
部
）
所
有
権
回

復
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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沖
縄
県
島
尻
郡
小
禄
村
字
大
嶺
の
土
地
（
旧
日
本
海
軍
那
覇
飛
行
場
用
地
・
現
那
覇
空
港
の
一
部
）
所
有
権
回

復
に
関
す
る
質
問
主
意
書

遠
藤
和
良
衆
議
院
議
員
が
平
成
十
二
年
十
月
五
日
提
出
し
た
質
問
第
八
号
「
沖
縄
県
島
尻
郡
小
禄
村
字
大
嶺
の
土
地
（
旧
日

本
海
軍
那
覇
飛
行
場
用
地
・
現
那
覇
空
港
の
一
部
）
所
有
権
回
復
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
の
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
五
〇
第

八
号

十
一
月
二
十
一
日
付
）
に
対
し
、
幾
つ
か
の
疑
問
点
が
出
ま
し
た
。
従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

「
第
二
次
世
界
大
戦
突
入
後
（
昭
和
十
六
年
以
降
）
、
旧
日
本
海
軍
那
覇
飛
行
場
の
拡
張
に
よ
る
土
地
収
用
の
経
緯
に
つ

い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
」
と
の
質
問
に
対
し
、
答
弁
書
は
、
旧
国
家
総
動
員
法
に
基
づ
く
収
用
で
は
な
く
私
法
上
の
売

買
契
約
に
よ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
契
約
に
応
じ
な
け
れ
ば
そ
の
当
時
の
戦
時
体
制
化
の
情
勢
か
ら
地
主
（
住
民
）

は
、
国
に
対
し
協
力
し
な
い
「
非
国
民
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
こ
と
を
最
も
恐
れ
収
用
に
応
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時

は
「
戦
時
」
で
あ
り
「
非
国
民
」
に
は
な
り
た
く
な
い
と
す
る
地
主
の
�
藤
が
あ
っ
た
。
「
戦
時
体
制
下
で
収
用
さ
れ
た
土

地
に
つ
い
て
」
当
時
の
こ
う
し
た
背
景
で
あ
っ
た
情
勢
を
見
落
と
し
て
は
い
な
い
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
昭
和
十
六
年
か
ら
十
九
年
に
か
け
て
収
用
さ
れ
た
旧
日
本
海
軍
那
覇
飛
行
場
用
地
の
土
地
代
金
の
具
体
的
な
支
払
い
に

つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
」
と
の
質
問
に
対
し
答
弁
書
に
よ
る
と
「
・
・
・
旧
海
軍
の
資
料
等
に
よ
れ
ば
、
旧
海
軍
は

一



当
該
用
地
の
買
収
を
旧
沖
縄
県
知
事
に
委
託
し
、
・
・
」
と
あ
る
が
、
「
旧
沖
縄
県
知
事
に
委
託
し
」
た
そ
の
事
実
を
示
す

根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
昭
和
十
六
年
か
ら
十
七
年
に
行
わ
れ
た
旧
日
本
海
軍
那
覇
飛
行
場
用
地
の
収
用
と
昭
和
十
八

年
か
ら
昭
和
十
九
年
に
行
わ
れ
た
収
用
に
は
、
違
い
が
あ
る
。
何
故
な
ら
旧
日
本
軍
の
戦
況
悪
化
に
よ
り
急
速
軍
備
拡
充
に

よ
る
飛
行
場
用
地
の
接
収
で
あ
っ
た
。
特
に
昭
和
十
八
年
以
降
に
つ
い
て
「
私
法
上
の
売
買
契
約
」
を
示
す
根
拠
、
並
び
に

「
旧
沖
縄
県
知
事
に
委
託
し
」
た
そ
の
事
実
を
示
す
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

答
弁
書
で
示
す
「
大
蔵
省
報
告
書
の

�
、
代
金
の
支
払
に
つ
い
て
」
で
は
「
既
に
述
べ
た
通
り
、
直
接
の
戦
闘
が
行
わ

れ
た
沖
縄
本
島
及
び
伊
江
島
に
お
い
て
は
、
代
金
の
支
払
い
を
示
す
直
接
的
な
資
料
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
宮
古
島
及

び
石
垣
島
に
お
い
て
は
領
収
書
等
が
相
当
数
発
見
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
旧
軍
・
海
軍
用
地
の
取
得
に
当
た
り
正
当
に
契
約
し

代
金
を
支
払
っ
た
と
い
う
陳
述
及
び
資
料
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
か
ら
判
断
す
る
と
当
時
の
取
り
扱
い
は
次
の
通
り
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
旧
海
軍
は
旧
沖
縄
県
の
吏
員
に
出
納
官
吏
を
兼
務
さ
せ
た
う
え
当
該
吏
員
か
ら
、
旧

陸
軍
は
そ
の
担
当
官
か
ら
、
代
金
の
受
領
代
人
の
市
町
村
長
に
支
払
い
、
市
町
村
の
吏
員
が
地
主
各
人
ご
と
に
支
払
い
を

行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。
代
金
の
支
払
に
つ
い
て
、
沖
縄
県
は
旧
日
本
軍
接
収
用
地
調
査
報
告
書
（
調
査
時

期

昭
和
五
十
一
年
八
月
か
ら
昭
和
五
十
二
年
六
月
ま
で
に
実
施
）
を
昭
和
五
十
三
年
三
月
に
提
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

二



る
と
、
地
代
・
補
償
金
等
の
受
領
で
は
、
地
主
数
三
五
八
名
の
う
ち
「
受
け
取
っ
て
い
な
い
」
と
回
答
し
て
い
る
の
が
二
四

〇
名
、
「
わ
か
ら
な
い
・
不
明
」
が
一
一
八
名
と
さ
れ
て
い
る
。
「
大
蔵
省
報
告
書
」
の
中
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
昭
和
四

十
八
年
六
月
か
ら
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
実
施
）
で
は
、
事
情
聴
取
者
数
が
旧
那
覇
飛
行
場
の
地
主
は
ゼ
ロ
、
ア
ン
ケ
ー
ト

回
答
者
数
二
八
九
人
と
な
っ
て
い
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
な
ぜ
事
情
聴
取
が
「
旧
那
覇
飛
行
場
だ
け
ゼ
ロ
」
に
な
っ
て
い
る

の
か
、
ま
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
土
地
の
売
買
契
約
に
関
す
る
設
問
項
目
が
あ
っ
た
の
か
、
ど
う
い
う
回
答
内
容
で
あ
っ
た
の

か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

「
沖
縄
県
の
行
っ
た
調
査
報
告
書
」
と
「
大
蔵
省
報
告
書
」
と
は
明
ら
か
に
相
違
し
て
い
る
が
、
そ
の
違
い
を
財
務
省
は

ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

沖
縄
県
以
外
の
都
道
府
県
に
お
い
て
、
旧
那
覇
飛
行
場
と
ほ
ぼ
同
様
な
時
期
（
昭
和
十
八
年
・
昭
和
十
九
年
）
に
旧
日
本

軍
が
飛
行
場
の
拡
張
や
新
設
を
目
的
と
し
て
買
収
し
た
「
土
地
」
に
つ
い
て
、
「
戦
前
ど
の
よ
う
な
方
法
で
収
用
し
」
、

「
戦
後
（
昭
和
二
十
年
以
降
）
ど
の
よ
う
な
方
法
で
終
戦
処
理
あ
る
い
は
戦
後
処
理
が
行
わ
れ
た
か
」
具
体
的
な
事
例
を

も
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


